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第１ 章 基本方針 

１   計画の背景と 目的 

平成７ （ 1995） 年１ 月 17 日に発生し た阪神・ 淡路大震災では、 地震によ る 被害者の８

割が建築物の倒壊によ る も のでし た。 こ れを教訓に同年 10 月、 住宅・ 建築物の耐震化を

促進する ために「 建築物の耐震改修の促進に関する 法律」 （ 平成７ 年法律第 123 号。 以

下「 耐震改修促進法」 と いう 。 ） が制定さ れま し た。  

国内においてはその後も 、 新潟県中越地震（ 平成 16（ 2004） 年 10 月 23 日に発生） や

東日本大震災（ 平成 23（ 2011） 年３ 月 11 日に発生） 、 熊本地震（ 平成 28（ 2016） 年４

月 14 日、 16 日に発生） 、 大阪府北部を震源と する 地震（ 平成 30（ 2018） 年６ 月 18 日に

発生） 、 令和６ 年能登半島地震（ 令和６ （ 2024） 年１ 月１ 日発生） など 、 大き な被害を

も たら す地震が相次いで発生し ま し た。 さ ら に、 地震によ っ ては複数回の揺れによ る 建

物倒壊等の二次被害やブロ ッ ク 塀の倒壊によ る 被害など が生じ ており 、 こ う し た被災状

況を 踏ま えて耐震改修促進法や同施行令の改正が行われてき ま し た。  

本町においては、 耐震改修促進法に基づき 、 平成 27（ 2015） 年度ま での７ 年間を 計画

期間と する 「 壬生町建築物耐震改修促進計画」 を 平成 21（ 2009） 年３ 月に策定し 、 平成

29（ 2017） 年１ 月には続く ５ 年間を計画期間と する 同二期計画を 策定、 令和２ （ 2020）

年３ 月には二期計画の一部改訂を行い、 令和３ （ 2021） 年３ 月には続く ５ 年間を 計画期

間と する 同三期計画（ 以下「 三期計画」 と いう 。 ） を策定し ま し た。  

計画の実現に向けた具体的な耐震改修促進施策と し ては、 耐震アド バイ ザー派遣事業

や耐震診断士派遣事業、 耐震改修補助制度を 実施し てき たほか、 住宅耐震化緊急促進ア

ク ショ ンプロ グラ ムにおいて、 住宅耐震化に係る 取組みを位置付け、 その進捗状況を 把

握・ 評価する と と も に、 プロ グラ ム の充実・ 改善を図り 、 住宅の耐震化を 強力に推進し

ていま す。  

こ う し た状況の中、 三期計画の目標年次を 迎え、 今後も 継続的な住宅・ 建築物の耐震

化を 促進する こ と が必要である こ と から 、本町における 耐震化の現状や課題等を踏ま え、

令和８ （ 2026） 年度から 令和 12（ 2030） 年度ま での５ 年間を計画期間と する 「 壬生町建

築物耐震改修促進計画（ 四期計画） 」 （ 以下「 本計画」 と いう 。 ） を策定し ま し た。  

今後、 本計画に基づき 、 住宅・ 建築物の耐震化に取り 組み、 引き 続き 、 町民のよ り 一

層の安全・ 安心の確保に努めま す。  
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２   計画の位置付け 

本計画は、 耐震改修促進法に基づく 法定計画と し て、 令和３ （ 2021） 年３ 月に策定し

た三期計画を 見直し 、 改定し たも のです。  

改定に際し 、 「 栃木県建築物耐震改修促進計画（ 四期計画） 」 （ 以下「 県計画」 と い

う 。 ） を 始め、 「 壬生町第７ 次総合振興計画」 及び「 壬生町地域防災計画」 等と の連携

を図り ながら 、 住宅・ 建築物の耐震化を 促進する ための計画と し て位置づけま す。  

 

 

図 １ -１  耐震計画の位置付け 

建築物の耐震改修の促進に関する法律

壬生町第７次総合振興計画

災害対策基本法 

壬生町地域防災計画 

（令和8～12 年度） 
耐震改修促進法に基づく

市町村耐震改修促進計画

壬生町建築物
耐震改修促進計画

（四期計画）

栃木県建築物耐震改修促進計画（四期計画）

・耐震改修促進法に基づく都道府県耐震改修促進計画

即 

て 
し

連

 
携

建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針

連携 

連携 
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３   計画の期間及び対象と する 建築物 

(1) 計画期間 

令和８ （ 2026） 年４ 月１ 日～令和 13（ 2031） 年３ 月 31 日 （ ５ 年間）  

 

(2) 対象建築物 

① 住宅 

② 多数の者が利用する 建築物等※1 

次に掲げる も ので， 耐震改修促進法で定めら れた用途・ 規模等の要件に該当する 建築

物を さ し ま す。  

(ｱ) 多数の者が利用する 建築物（ 耐震改修促進法第 14 条第１ 号）  

(ｲ) 被災時に甚大な被害が発生する こ と が想定さ れる 危険物を取り 扱う 建築物 

（ 耐震改修促進法第 14 条第２ 号）  

(ｳ) 地震発生時に通行を確保すべき 道路に面する 建築物（ 耐震改修促進法第 14 条第３ 号） 

③ 防災上重要な町有建築物 

「 壬生町地域防災計画」 で定めている 「 災害対策活動拠点」 、 「 避難拠点」 、 「 広域

物流拠点」 、 「 物資集積拠点」 、 「 消防活動拠点」 等をさ し ま す。  

④ ブロ ッ ク 塀等（ 通行障害建築物と なる 基準不適合のブロ ッ ク 塀等組積造の塀）  

 

４   耐震改修促進法の改正等 

耐震改修促進法は、 東日本大震災の発生、 首都直下地震及び南海ト ラ フ 地震等の発生

の切迫性など から 、 平成 25（ 2013） 年 11 月に大き く 改正さ れ、 住宅・ 建築物の耐震化

の促進のための規制強化等がなさ れま し た。 ま た、 平成 30（ 2018） 年６ 月の大阪府北部

地震において、 ブロ ッ ク 塀の倒壊によ る 死亡事故が発生し たこ と を 契機と し て、 避難路

等の安全性確保のための政令改正等がなさ れま し た。  

規制強化等の主な内容は、 次のと おり です。  

・ 一定規模以上の多数の者が利用する 建築物の耐震診断の実施と 所管行政庁（ 壬生町

 
※1 「 多数の者が利用する 建築物等」 …耐震改修促進法第14条に定める 用途・ 規模要件に該当す

る 建築物。 病院、 店舗、 旅館等の不特定多数の方が利用する 建築物や危険物の貯蔵場、 処理場

など の建築物がある 。 詳細は巻末資料編の資料３ を 参照。  
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の区域は栃木県） への結果報告の義務付け 

・ 一定規模以上で、 避難路沿道にある 既存耐震不適格のブロ ッ ク 塀等の耐震診断の実 

 施と 所管行政庁への結果報告の義務付け 

・ 全ての既存耐震不適格建築物の耐震化の努力義務 

・ 建築物の耐震性が確保さ れている 旨の認定を 受けた建築物について、 その旨の表示 

・ 所管行政庁の認定を 受けた耐震改修における 容積率・ 建蔽率の特例措置 

・ 区分所有建築物の耐震改修を行おう と する 場合の決議要件の緩和（ 区分所有法の特 

例： 3/4→1/2）  

 

５   計画のフ ォ ロ ーアッ プ 

本計画に掲げる 目標を 達成する ために、 町は計画全体の進捗状況を 定期的に把握する

よ う 努めま す。 その上で、 進捗状況や社会状況の変化、 関係法令・ 制度の変更があっ た

場合は、 必要に応じ て本計画の見直し を 行いま す。  

 

６   耐震診断・ 耐震改修の基準 

建築物は、 建築基準法に基づき 、 現行の耐震基準※２ に適合さ せる こ と が基本です。 し

かし 、 既存建築物の中には当該適合性を詳細に調査する こ と や、 不適合部分を改修工事

によ り 完全に適合さ せる こ と が困難な場合があり ま す。  

その場合は現行の耐震関係規定に準ずる 基準と し て国が定める 、 耐震改修促進法第４

条に基づく 基本方針の技術指針※３ に基づいて耐震診断を 行い、 その結果に基づいて必要

な耐震改修を 行う も のと し ま す。  

 

 
※２  「 現行の耐震基準」 …現行の耐震基準は昭和56（ 1981） 年6月1日に大幅に改正施行さ れた

も の。 法的には昭和56（ 1981） 年6月1日以降に着工し た建築物に適用さ れている 。  
※３  「 技術指針」 …「 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を 図る ための基本的な方針」 （ 最

終改正令和７ 年７ 月17日、 国土交通省告示第535号） の中で示さ れている 。  
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第２ 章 本町における 住宅・ 建築物の耐震化の現状 

令和７ （ 2025） 年度ま での耐震化の実績（ 見込み） は、 以下のと おり です。  

 

表 ２ -１  耐震化の状況 

2025年度 2025年度

（ 令和７ 年度） （ 令和７ 年度）

目　 標 見込み

住宅 78. 1% 95. 0% 88. 3%

多数の者が利用する 建築物 61. 5% 100. 0% 94. 9%

学校 61. 1% 100. 0% 100. 0%

病院・ 診療所 0. 0% 100. 0% 100. 0%

社会福祉施設 50. 0% 100. 0% 100. 0%

賃貸共同住宅 100. 0% 100. 0% 90. 9%

その他 50. 0% 100. 0% 84. 6%

防災上重要な町有建築物 62. 1% 100. 0% 95. 2%

※基準年度については、 住宅は平成17（ 2005） 年度、 多数の者が利用する 建築物及び

　 防災上重要な町有建築物は平成18（ 2006） 年度です。

種　 別
基準年度※

耐震化率

 

 

１   住宅の耐震化の現状 

本町の住宅の耐震化の現状は、 図 ２ -１ に示すと おり 、 令和７ （ 2025） 年度現在、 全

戸数は 15, 840 戸あり 、 こ のう ち昭和 56 （ 1981） 年の建築基準法改正前に建築さ れたも

のが 3, 420 戸、 改正後に建築さ れたも のが 12, 420 戸と なっていま す。  

建築基準法改正前に建築さ れた住宅の中には、 耐震改修済の住宅、 も し く は国の推計

方法（ 戸建木造住宅の 28. 3％、 共同住宅等の 72. 7％に耐震性能が有る と 仮定） に基づき

耐震性を 有する と 推計さ れる 住宅があり ま す。 こ れら を 合算する と 、 3, 420 戸のう ち、

1, 570 戸に耐震性能があ る と 認めら れる こ と から 、 耐震性能を 有する 住宅の合計は、

13, 990 戸と なり 、 耐震化の現状は、 約 88. 3％になる と 推計さ れま す。  
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1,850 1,570 12,420

全戸数： 15, 840戸（ 令和７ （ 2025） 年度）

昭和56年以前の

住宅

約22％

（ 3,420戸）

昭和57年以降の住宅

約78％

耐震性能なし

の割合

約12％

（ 1, 850戸）

耐震性能あり の割合

約88％

（ 13, 990戸）

建築基準法改正前に建設さ れた住宅のう ち 、 耐震改修済、

も し く は耐震性がある と 推計さ れる も の 1,570戸

 

図 ２ -１  住宅の耐震化の現状（ 令和７ （ 2025） 年度現在）  

 

２   多数の者が利用する 建築物等の耐震化の現状 

(1) 多数の者が利用する 建築物（ 耐震改修促進法第 14 条第１ 号）  

当該建築物の総数は 59 棟で、 こ のう ち昭和 56（ 1981）  年の建築基準法改正前に建築

さ れたも のが 14 棟、 改正後に建築さ れたも のが 45 棟と なっ ていま す。 昭和 56 （ 1981）

年以前の建築物のう ち、 ９ 棟は耐震改修等によ り 耐震化が図ら れており 、 ２ 棟は国の推

計値から 耐震性を有し ている と 推計でき る こ と から 、耐震化の現状は、94. 9%と なり ま す。 

 

表 ２ -２  多数の者が利用する 建築物の耐震化の現状 
単位： 棟

耐震性を

S56以前 S57以降 計 耐震改修等 耐震性を 有する 建築物 耐震化率

実施建築物 有する 建築物 （ 実績+推計値）

（ 実績値） （ 推計値）

a b c=a+b t 1 t 2 d=b+t 1+t 2 e=d/c

公有 7 11 18 7 0 18 100. 0%

学校 民有 0 3 3 0 0 3 100. 0%

小計 7 14 21 7 0 21 100. 0%

公有 0 0 0 0 0 0 0. 0%

病院・ 診療所 民有 1 1 2 1 0 2 100. 0%

小計 1 1 2 1 0 2 100. 0%

公有 0 1 1 0 0 1 100. 0%

社会福祉施設 民有 0 11 11 0 0 11 100. 0%

小計 0 12 12 0 0 12 100. 0%

公有 1 0 1 0 0 0 0. 0%

賃貸共同住宅 民有 3 7 10 1 2 10 100. 0%

小計 4 7 11 1 2 10 90. 9%

公有 1 2 3 0 0 2 66. 7%

その他 民有 1 9 10 0 0 9 90. 0%

小計 2 11 13 0 0 11 84. 6%

公有 9 14 23 7 0 21 91. 3%

合　 計 民有 5 31 36 2 2 35 97. 2%

計 14 45 59 9 2 56 94. 9%

区　 分

S56以前建築物のう ち
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(2) 危険物の貯蔵庫又は処理場（ 耐震改修促進法第 14 条第２ 号）  

危険物の貯蔵庫又は処理場の用途に供する 建築物が地震によ り 倒壊し た場合には、 多

大な被害につながる おそれがあり ま す。 耐震改修促進法では、 火薬類や消防法に規定す

る 危険物、 可燃性ガス など の危険物を一定の数量以上貯蔵又は処理する 建築物を 規制対

象建築物と し て、 耐震化に努める べき 建築物に位置付けら れていま す。  

令和７ （ 2025） 年度現在、 町内には特定既存耐震不適格建築物の要件に該当する ガソ

リ ンス タ ンド や石油製品工場等が 11 棟あり ま す。  

 

表 ２ -３  特定既存耐震不適格建築物の該当数（ 危険物の貯蔵庫又は処理場）  

単位： 棟

区　 分 火薬類 可燃性ガス 等の危険物 合　 計

昭和56年以前建築物 0 11 11

（ 令和７ 年度現在）  

(3) 地震発生時に通行を 確保すべき 道路に面する 建築物 

（ 耐震改修促進法第 14 条第３ 号）  

建築物が地震時に倒壊する こ と によ り 、 住民の円滑な避難や消火・ 救助等の係る 緊急

車両の通行を 妨げる おそれがある 場合は、 第三者に対し て多大な影響を及ぼすこ と にな

り ま す。 県計画において、 耐震改修促進法第５ 条第３ 項第３ 号の規定に基づき 指定さ れ

た道路※４ について、 その沿道にあり 、 一定の高さ 以上の既存耐震不適格建築物の所有者

等に対し 、 耐震化の必要性を周知する こ と と し ていま す。  

ア　 前面道路幅員が12ｍを超える場合 イ　 前面道路幅員が12ｍ以下の場合

幅員の1/2の高さを超える建築物 6ｍの高さを超える建築物

特
定
建
築
物

高さ（Ｌ/2）

中央

前面道路(Ｌ＞12ｍ) 前面道路（Ｌ≦12ｍ）

高さ 6ｍ

45°

6ｍ

 

図 ２ -２  地震発生時に通行を確保すべき 道路に面する 建築物 

 

 
※４  「 耐震改修促進法第５ 条第３ 項第３ 号の規定に基づき 指定さ れた道路」 …県計画において

は、 栃木県地域防災計画に位置づけら れた第１ 次及び第２ 次緊急輸送道路を 、 耐震改修促進法

第５ 条第３ 項第３ 号に基づく 「 地震発生時に閉塞を 防ぐ べき 路線と し て指定する 道路」 と し て

指定し ている 。  
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表 ２ -４  防災上重要な道路 

区　 分 設　 定　 基　 準 指　 定　 路　 線　 （ 町　 内　 区　 間）

北関東自動車道（ 全部）

主要地方道　 宇都宮栃木線（ 全部）

国道352号（ 宇都宮栃木線交点～下野市と の境ま で）

主要地方道　 小山壬生線（ 下野壬生線交点～国道352号交点ま で、 宇都宮栃木線交点～一般町道3-239号線交点ま で）

主要地方道　 羽生田上蒲生線（ 上田壬生線交点～下野市と の境ま で、 道の駅みぶ前～宇都宮栃木線交点ま で）

一般県道　 上田壬生線（ 羽生田上蒲生線交点～国谷家中停車場線交点ま で）

一般県道　 下野壬生線（ 下野市と の境～小山壬生線交点ま で）

一般県道　 壬生イ ン タ ー線（ 全部）

一級町道3号線（ 宇都宮栃木線交点～壬生町役場前ま で）

一般町道2-183号線（ 羽生田上蒲生線交点～壬生総合運動公園前ま で ）

一般町道2-564号線（ 宇都宮栃木線交点～獨協医科大学病院前ま で）

一級町道11号線、 一般町道2-279号線、 一般町道2-280号線、 一般町道2-282号線、 一般町道2-284号線、 一般町道2-305号線、
一般町道2-306号線、 一般町道2-307号線、 一般町道2-308号線（ 羽生田上蒲生線交点～おも ちゃ 団地ま で）

一般町道3-239号線、 一般町道3-189号線（ 小山壬生線交点～吾妻工業団地前ま で）

第２ 次緊急輸送道路
・ 第１ 次緊急輸送道路と 市町役場、 地方合同庁舎
等の主要な施設を 連絡する 道路

第１ 次緊急輸送道路
・ 県庁所在地、 地方中心都市を 連絡する 道路
・ 県内を 縦貫し 隣接県に連絡する 広域幹線道路

 

 

図 ２ -３  緊急輸送道路位置図 
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令和７（ 2025） 年度現在、地震発生時に通行を 確保すべき 道路に面する 建築物のう ち、

特定既存耐震不適格建築物の要件に該当する も のが 11 棟あり ま す。  

 

表 ２ -５  特定既存耐震不適格建築物の該当数 

（ 地震発生時に通行を 確保すべき 道路に面する 建築物）  

単位： 棟

地上階数３ 以上 0 4 4

道路種別 第１ 次緊急輸送道路 第２ 次緊急輸送道路 合　 計

昭和56年以前建築物 0 11 11

 

 

３   防災上重要な町有建築物の耐震化の現状 

町有建築物は災害時に拠点施設と し ての機能も 求めら れる こ と から 、 耐震化を着実に

進める こ と が県計画に示さ れていま す。  

本町では壬生町地域防災計画の中で防災上重要な公共建築物と し て以下の項目を 挙げ

ていま す。  

・ 防災拠点（ 災害対策活動拠点、 災害拠点病院）  

・ 医療救護活動の施設（ 病院等）  

・ 応急対策活動の拠点（ 警察署、 消防署等）  

・ 避難収容施設（ 学校、 体育館、 文化施設等）  

・ 社会福祉施設（ 養護老人ホーム、 身体障がい者療護施設等）  

 

令和７ （ 2025） 年度現在、 防災上重要な公共建築物と し て定めら れている 建築物の総

数は 62 棟と なり ま す。 こ のう ち昭和 56 （ 1981） 年以前の旧耐震基準によ り 建築さ れた

も のが 21 棟、昭和 57 （ 1982） 年以降に建築さ れたも のが 41 棟あり ま す。昭和 56（ 1981） 

年以前の建築物のう ち、 18 棟は耐震改修等によ り 耐震化が図ら れている こ と から 、 実数

値によ る 耐震化の現状は 95. 2%になり ま す。  
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表 ２ －６  防災上重要な町有建築物の耐震化の現状（ 令和７ （ 2025） 年度）  

単位： 棟

耐震改修等 耐震性を 有する

実施建築物 建築物

（ S56年以前建築物）

a b c=a+b t d e=d/c

災害対策活動拠点 0 4 4 0 4 100. 0%

避難拠点 21 21 42 18 39 92. 9%

広域物流拠点 0 1 1 0 1 100. 0%

物資集積拠点 ( 4) ( 3) ( 7) ( 4) ( 7) 100. 0%

消防活動拠点 0 15 15 0 15 100. 0%

合　 計 21 41 62 18 59 95. 2%

区　 分
S56以前 S57以降 計 耐震化率

 

 

４   ブロ ッ ク 塀等の状況 

平成 30（ 2018） 年６ 月 18 日に発生し た大阪府北部地震の事故を契機に支援制度を創

設する と と も に、 令和６ 年度に町内全小学校の通学路における ブロ ッ ク 塀等の実態調査

を実施し たと こ ろ、 １ 千箇所を 超える 基準不適合なブロ ッ ク 塀等がある こ と を確認し ま

し た。  

こ れら の基準不適合なブロ ッ ク 塀等は、 通行者に対する 人的被害や災害時における 避

難の妨げになる ため、 除却等によ る 安全確保が必要です。  

 

５   耐震診断・ 耐震改修の実施の現状と 分析 

本町における 町有建築物の耐震診断・ 耐震改修は、 優先度の高い建築物について計画

的に進めていま すが、 民間の建築物については、 耐震診断・ 耐震改修の実績は少なく 、

特に住宅においては、 目標と し ていた耐震化率 95％に到達でき ま せんでし た。  

理由と し ては、東日本大震災以降、住民の地震に対する 警戒心は高ま っ ている も のの、

耐震性能を満たし ていない住宅が町内に 1, 800 戸以上ある と いう 現状認識が浸透し てい

ないこ と や、 ある いは耐震化の必要性を知り ながら 「 我が家は大丈夫」 と いった当事者

意識が伴っていないこ と など が考えら れま す。  

ま た、 高齢者や独居世帯が増えており 後継者がいないこ と 、 耐震診断・ 耐震改修に相

当な費用を要する こ と 、 「 信頼でき る 事業者が分から ない」 等の耐震化に対する 不安な

ど が耐震化を 遅ら せている 原因の一つと 考えら れま す。  
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第３ 章 想定さ れる 地震の規模、 被害の状況 

１   被害履歴 

近年、 栃木県に被害を 及ぼし た主な地震は、 以下のと おり です。  

栃木県は、 地震の発生頻度が低いも のの、 過去には大規模地震によ る 被害が発生し て

いま す。  

 

表 ３ -１  栃木県に被害を 及ぼし た主な地震 

和暦（ 西暦） 地震名 震災地 マグ ニ チュ ード 主な 被害

大正12年９ 月１ 日
（ 1923年）

関東地震
（ 関東大震災）

関東南部 7. 9
県内の最大震度５ 。 負傷者３ 人、
家屋全壊16棟、 半壊2棟。

昭和24年12月26日
（ 1949年）

今市地震 今市地方
6. 2（ 8時17分）
6. 4（ 8時25分）

今市を 中心に被害。 死者10人、
負傷者163人、 住家全壊290棟、
半壊2, 994棟、 一部破損1, 660棟。

平成23年3月11日
（ 2011年）

平成23年東北地方
太平洋沖地震

（ 東日本大震災）

東北から 関東北部
の太平洋沿岸

9. 0
死者４ 人、 負傷者133人、 住家全壊261棟、
住家半壊2, 118棟
（ 平成26年９ 月10日現在、 消防庁調べ） 。

平成25年２ 月25日
（ 2013年）

栃木県北部地震 日光 6. 2 人的被害無し 。 温泉宿泊施設一部破損６ 棟。

※「 栃木県地震減災行動計画（ 令和７ （ 2025） 年３ 月） 」 （ 資料編資料４ 参照） よ り  

 

２   地震被害想定 

栃木県は、 県内における 最も 甚大な被害を 及ぼす可能性が高い地震と し て「 県庁直下

に震源を仮定し た地震」 を想定し 、 平成 25（ 2013） 年度に学識経験者から 構成さ れる 検

証委員会の検証を受け、 自然事象の予測、 被害想定など の調査を実施し 、 「 栃木県地震

被害想定調査」 （ 栃木県・ 2013） を 公表し ま し た。  

町はこ の調査結果を踏ま え、 壬生町地域防災計画に反映さ せ、 一層の防災対策を 推進

する こ と と し ている こ と から 、 本計画においても こ れを 踏ま えて、 計画の策定を 行う こ

と と し ま す。  

 

(1) 想定条件 

想定条件は以下のと おり です。  

表 ３ -２  想定条件 

想定地震名 地震規模 断層長さ 地震深さ

県庁直下に震源を 仮定し た地震 Ｍ7. 3 30ｋ ｍ 18ｋ ｍ

 



 12

(2) 発災ケース  

過去の地震の例など から 、 地震発生の季節や時刻によ って被害規模等が異なっ てく る

こ と が考えら れる ため、 以下の３ つのケース （ 季節・ 時刻） を想定し ま し た。  

① 冬 深夜： 多く の人が自宅就寝中、 建物倒壊によ る 死者が発生する 可能が高い 

② 夏 昼 12 時： 会社や学校にいる 人が多い時間帯 

③ 冬 夕刻 18 時： 帰宅ラ ッ シュ と 重なる 時間帯、 出火危険性の高い時間帯 

 

(3) 予測結果の概要 

想定条件では震度７ と なる 地域は全く 発生し ま せんが、 宇都宮市から 小山市ま での広

いエリ アで震度６ 強、 本町も 震度６ 強～６ 弱と なる と 予測さ れま す。  

 

表 ３ -３  壬生町における 地震被害予測結果※５  

全壊 合計（棟）

半壊 合計（棟）

出火件数（件） 9 11 24

焼失棟数（棟） 218 173 564

死者 合計（人） 401 221 300

負傷者 合計（人） 2,183 1,843 1,643

要救助者 合計（人） 1,239 779 918

人的被害

発災ケース：栃木県庁直下 M7.3
Ａ．冬深夜
　　風速 7m/s

Ｂ．夏 12時
　　風速 6m/s

Ｃ．冬 18時
　　風速 7m/s

建物被害

6,144

5,276

火災による
建物被害

 

 
※５  被害予測は、 栃木県が調査し た平成25（ 2013） 年当時のデータ を 基に行われており 、 本計

画における 調査結果と は異なる 。  
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(4) 予測結果の分布 

県庁直下に震源を仮定し た地震に関する 予測結果は図 ３ -１ ～４ のと おり です。  

  

図 ３ -１  想定震源の位置図        図 ３ -２  震度分布図 

    

図 ３ -３  地震動によ る 全壊棟数      図 ３ -４  液状化によ る 全壊棟数 
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第４ 章 耐震診断・ 耐震改修の目標 

１   目標値についての基本的な考え方 

国では、 令和５ （ 2023） 年住宅・ 土地統計調査の結果から 、 住宅については、 令和５

（ 2023） 年時点の全国の住宅の耐震化率を 90％と 推計し ま し た。 こ れを 受け、 こ れま で

掲げていた令和 12（ 2030） 年度ま でに耐震性が不十分な住宅を おおむね解消する と いう

目標達成は困難である と の見方を示し ており 、 耐震化率目標を ５ 年間ス ラ イ ド し 、 令和

17（ 2035） 年度ま でに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消する こ と を 目標と し ていま

す。 ま た、 住宅以外の建築物については、 多数の者が利用する 建築物のう ち、 特に要緊

急安全大規模建築物の耐震化に重点を置き 、耐震性が不十分な建築物を 、令和 12（ 2030）

年度ま でにおおむね解消する こ と を目標と し ていま す。  

県計画においては、 令和 12（ 2030） 年度末ま での住宅耐震化率の目標を 96％と し 、 令

和 17（ 2035） 年度末ま でに耐震性が不十分な住宅を おおむね解消する こ と を目標と し て

いま す。 ま た、 多数の者が利用する 建築物及び防災上重要な公共建築物など の耐震性が

不十分な建築物については、 令和 12（ 2030） 年度末ま でにおおむね解消する こ と を目標

と し ていま す。  

こ れら の国及び県の目標や本町の耐震化の現状を踏ま え、 本計画における 住宅の耐震

化率は、 令和 12（ 2030）  年度末ま でに三期計画に引き 続き 95％以上と する こ と を目標

と し 、 多数の者が利用する 建築物及び防災上重要な町有建築物については、 県計画と 同

様におおむね解消する こ と を目標と し ま す。  

 

表 ４ -１  建築物種別毎の耐震化の現状と 目標一覧 

種　 別 現　 状 目　 標

住宅 88% 95%

多数の者が利用する 建築物 95%

防災上重要な 町有建築物 95%
おおむね解消
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２   住宅の耐震化の目標値 

本町における 令和７ （ 2025）  年度の耐震化率は 88. 3％であり 、 耐震改修を 必要と す

る 住宅は約 1, 850 戸ある と 推計さ れま す。  

今後の住宅戸数は、 厚生労働省の世帯推計を加味し て推計する と 、 令和 12（ 2030） 年

度で約 16, 010 戸と なり ま す。ま た、今ま でのペース で住宅の建替えが進むと 仮定する と 、

令和 12 年（ 2030） 年度における 耐震化率は 88. 6％と なる 見通し で、 耐震改修を 必要と

する 住宅は約 1, 830 戸と 推計さ れま す。  

本町における 令和 12（ 2030） 年度の住宅の耐震化率の目標値を 「 95％」 と し た場合、

目標達成のためには、 全戸数に占める 割合で約 6. 4％、 戸数にし て約 1, 030 戸（ １ 年で

206 戸） について、 建替えを含め、 耐震改修を 促進する 必要があり ま す。  

 

目標
95％

（ 15, 210戸）

13, 790 13, 990 14, 180 14, 180

1, 810
1, 850

1, 830

10, 000

11, 000

12, 000

13, 000

14, 000

15, 000

16, 000

17, 000

耐震性有 耐震性無

令和２ 年度

（ 2020年度）

実績： 88. 4％

令和７ 年度

（ 2025年度）

現状： 88. 3％

令和12年度

（ 2030年度）

予測： 88. 6％

令和12年度

（ 2030年度）

目標： 95. 0％

（ 戸）

15, 250

施策対象戸数

800

1, 030

15, 840
16, 010 16, 010

 

図 ４ -１  住宅の耐震化の現状・ 予測・ 目標 
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３   多数の者が利用する 建築物の耐震化の目標値 

多数の者が利用する 建築物が耐震化さ れない状態で大地震に遭っ た場合には、 被害が

極めて大き なも のと なる こ と が予想さ れま す。 こ う し た既存建築物の地震によ る 被害を

最小限に抑える ため、 種類や用途毎に分類し 、 それぞれに目標を定め、 建築物の所有者

等に対する 耐震化の啓発及び指導によ り 、 多数の者が利用する 建築物の耐震化を 促進す

る こ と と し ま す。  

本計画では、 国や県の目標や耐震化の現状を 踏ま え、 本町の多数の者が利用する 建築

物全体の耐震化の目標を 「 おおむね解消」 する こ と と し 、 用途毎に耐震化が必要な建築

物を 算出する と その内訳は表 ４ -２ のと おり と なり ま す。  

こ れによ る と 耐震化が必要な建築物は、 賃貸共同住宅に区分さ れる １ 棟と その他に区

分さ れる ２ 棟の合計３ 棟と なり ま す。  

 

表 ４ -２  多数の者が利用する 建築物の耐震化の現状と 目標 

単位： 棟

耐震性を 耐震性を 耐震化が必要な

総　 数 有する 建築物 耐震化率 目　 標 有する 建築物 建築物

（ 実績+推計値） （ 目標値）

a b c=b/a t d=a×t e=d-b

公有 18 18 100. 0% 100. 0% 18 0

学校 民有 3 3 100. 0% 100. 0% 3 0

小計 21 21 100. 0% 100. 0% 21 0

公有 0 0 - - - -

病院・ 診療所 民有 2 2 100. 0% 100. 0% 2 0

小計 2 2 100. 0% 100. 0% 2 0

公有 1 1 100. 0% 100. 0% 1 0

社会福祉施設 民有 11 11 100. 0% 100. 0% 11 0

小計 12 12 100. 0% 100. 0% 12 0

公有 1 0 0. 0% 100. 0% 1 1

賃貸共同住宅 民有 10 10 100. 0% 100. 0% 10 0

小計 11 10 90. 9% 100. 0% 11 1

公有 3 2 66. 7% 100. 0% 3 1

その他 民有 10 9 90. 0% 100. 0% 10 1

小計 13 11 84. 6% 100. 0% 13 2

公有 23 21 91. 3% 100. 0% 23 2

合　 計 民有 36 35 97. 2% 100. 0% 36 1

計 59 56 94. 9% 100. 0% 59 3

区　 分

おおむね解消

( t ≒100%)
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４   防災上重要な町有建築物の耐震化 

(1) 防災上重要な町有建築物の耐震化の目標値 

多数の者が利用する 建築物と 同様に、 本計画の令和 12（ 2030） 年度における 防災上重

要な町有建築物の耐震化の目標を「 おおむね解消」 する こ と と し 、 耐震化が必要な建築

物を 算出する と その内訳は表 ４ -３ のと おり と なり ま す。  

こ れによ る と 耐震化が必要な建築物は避難拠点３ 棟と なり ま す。  

目標達成のために、 防災上重要な町有建築物については、 国庫補助事業等の活用を 検

討し 、 計画的に耐震化を 図り ま す。  

 

表 ４ -３  防災上重要な町有建築物の耐震化の現状と 目標 

単位： 棟

耐震性を有する

建築物

( 目標値）

a b c=b/a t e=a×t f =e-b

災害対策活動拠点 4 4 100. 0% 100. 0% 4 0

避難拠点 42 39 92. 9% 100. 0% 42 3

広域物流拠点 1 1 100. 0% 100. 0% 1 0

物資集積拠点 ( 7) ( 7) 100. 0% 100. 0% ( 7) 0

消防活動拠点 15 15 100. 0% 100. 0% 15 0

合　 計 62 59 95. 2% 100. 0% 62 3

区　 分
総　 数

耐震性を 有する
建築物

耐震化率
耐震化が必要な

建築物
目　 標

おおむね解消

( t≒100%)

 

 

(2) 耐震化の進捗状況の把握・ フ ォ ロ ーアッ プ 

本計画において耐震化の目標を 定めた町有建築物については、 その進捗状況等につい

て定期的に把握し ま す。 ま た、 耐震化が進んでいない町有建築物については、 庁内関係

部署と 連携し て進んでいない理由の把握や耐震化の代替と なる 方策の検討など 、 フ ォ ロ

ーアッ プを 行いま す。  

 

５   緊急輸送道路沿道建築物の耐震化 

耐震改修促進法第５ 条第３ 項第３ 号の規定に基づき 指定さ れた道路について、 その沿

道にあり 一定の高さ 以上の建築物の所有者等に対し 、耐震化の必要性を啓発周知し ま す。

ま た、 既存耐震不適格建築物の実態把握の実施や耐震診断を 義務付ける 路線（ 耐震改修

促進法第５ 条第３ 項第２ 号） の指定の検討について県と 連携を図り ま す。  
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６   ブロ ッ ク 塀等の安全対策 

町内全小学校の通学路沿道のブロ ッ ク 塀等実態把握の結果、 約 2, 400 箇所のブロ ッ ク

塀等があり 、 そのう ち約 1, 000 箇所が基準に適合し ていないこ と が判明し ま し た。  

こ れら の基準不適合なブロ ッ ク 塀等に関し ては、 除却等によ り 早期の安全対策が図ら

れる よ う 所有者への啓発を 推進し ま す。  
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第５ 章 建築物の耐震診断・ 耐震改修の促進を図る ための施策 

１   基本的な考え方 

県計画では、 住宅・ 建築物の耐震化の促進のために、 地域防災対策を 地域住民自ら の

問題と し て意識する こ と が不可欠と し ており 、 県及び市町はこ う し た取組みを 支援する

ために必要な施策を講じ る と 記さ れていま す。  

こ れを踏ま え、 町は耐震診断や耐震改修を 行いやすい環境づく り や費用負担軽減につ

ながる 制度構築に努め、 建築物の耐震化の促進を 図り ま す。 ま た、 町及び地域住民は以

下に掲げる 内容を それぞれが分担し 、 計画的に実行し ていく こ と と し ま す。  

 

(1) 地域住民（ 建築物所有者） の役割 

地域住民は、 自身の安全性は自ら が確保する と いう 自覚を 持つと と も に、 居住者や利

用者を 始め、 周辺の安全にも 支障を 来すこ と がないよ う 、 以下のよ う な安全対策によ り

建築物の耐震化に積極的に努める こ と と し ま す。  

① 住宅等、建築物の所有者や管理者等は、建築物の地震に対する 安全性を 耐震診断等に

よ り 確認し 、 必要に応じ て耐震改修を行う こ と と し ま す。  

② 多数の者が利用する 建築物の所有者や管理者等は、不特定多数の人命を 預かっている

と いう 自覚と 責任を 持って耐震診断や耐震改修を 行い、 建築物の地震に対する 安全性

を確保する こ と と し ま す。  

 

(2) 壬生町の役割 

町は、 地域の実情に配慮し た建築物等の耐震化促進のために以下のよ う な安全対策を

実施する こ と と し ま す。  

① 地域住民に地震防災対策の重要性を認識し ても ら える よ う 、普及啓発活動に努める と

共に、 多数の者が利用する 建築物等の所有者等に対し ては耐震診断や耐震改修への早

急な取組みの必要性を 働き かけていく こ と と し ま す。  

② 建築物の所有者等が耐震診断や耐震改修を安心し て行える よ う に県や建築関係団体

等と 連携を図り ながら 環境づく り に努める と 共に、 耐震診断や耐震改修の際の費用負

担軽減に関する 情報提供や制度拡充に努めま す。  

③ 町有建築物の多く が防災対策上重要な役割を担う こ と から 、町有建築物の耐震化に対
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する 積極的な取り 組みが普及啓発の観点から も 重要と なり ま す。 特に耐震化の優先度

の高い町有建築物については早期に耐震診断・ 耐震改修に取組むこ と と し ま す。  

 

２   施策の柱 

町は、 建築物の耐震化を促進する ために、 次のよ う な施策を行いま す。  

 

(1) 安心し て相談でき る 環境の整備 

① 相談窓口の設置・ 住宅耐震化無料相談会の開催 

地域住民から の耐震診断や耐震改修に関する 相談に対応でき る よ う 、 相談窓口の設置

を継続し 、 耐震化に必要な情報提供や助言・ 普及啓発を行いま す。  

ま た、 県等と 連携し て、 住宅の耐震無料相談会を開催し 、 簡易診断や耐震化の助成制

度等を周知し ま す。  

② 耐震アド バイ ザーの派遣 

町から 専門家の派遣を 依頼し 、 耐震診断、 耐震改修に関し て技術的なアド バイ ス を 行

いま す。 ま た、 利用申し 込みから アド バイ ス を 行う ま での流れを明確化にする など し 、

所有者等が安心し て利用でき る 制度と なる よ う 適時改善を 図り ま す。  

  ③ 事業者向け講習会の実施 

   事業者向け講習会は、 地震によ る 住宅被害の実態や、 耐震診断・ 耐震改修における 技

術的なポイ ント 、 さ ら に本町の耐震化の取り 組みなど に関する 情報を提供する 講習会で

す。 こ の講習会の実施によ り 、 事業者の技術力向上に寄与し ま す。  

 

(2) 普及・ 啓発 

① 地域住民向けパンフ レ ッ ト 等の作成・ 配布 

建築物の耐震改修の必要性やその効果について、 明確でわかり やすい資料（ パン フ レ

ッ ト 等） を作成し 配布する こ と によ り 、 住民の防災意識を高めま す。 ま た、 建築物本体

のみではなく 、 寝室の耐震化や家具の固定、 店舗における 商品陳列棚の転倒防止対策の

重要性についても 普及啓発を行いま す。  

さ ら に、 補助を 受けて実施する 耐震化工事の現場等に耐震化の重要性に関する 広報を

掲示し ま す。  
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② 広報紙・ ホームページの活用 

耐震診断・ 耐震改修に関する 情報を迅速に提供する ために広報紙やホームページを 活

用し 、 広く 啓発周知を 図り ま す。  

③ 自治会や関係団体と の連携 

自治会や関係団体と 連携し た講習会等を 開催する こ と によ り 、 耐震診断・ 耐震改修を

促進する ための普及活動を行い、 住宅や建築物の所有者が安心し て耐震改修に取り 組め

る よ う な環境づく り に努めま す。  

④ 耐震普及ロ ーラ ー作戦の実施 

県、 耐震アド バイ ザーと 連携し 、 直接住宅を 訪問し て普及啓発を 行いま す。 実施に当

たっ ては旧耐震基準で建てら れた住宅が密集する 地区や、 こ れま でに耐震普及ロ ーラ ー

作戦を実施し ていない地区を優先し て行う など 、 引き 続き 効果的な方法で実施し ま す。  

⑤ 出前講座の開催 

地震に対し て備える こ と の重要性を伝える ための出前講座の開催など 、 地域住民の要

望に応えら れる よ う 態勢を 整える と と も に、 周知活動等によ り 活用の促進を図り ま す。  

 

(3) 耐震診断・ 耐震改修及び除却を図る ための支援策 

こ れま で建築物の耐震化の必要性を述べてき ま し たが、 耐震診断や耐震改修には相当

の費用を要する こ と が大き な課題と なっていま す。 ま た、 更新予定のない耐震化の必要

な住宅や工作物が、 隣地や通行者等に倒壊被害を 引き 起こ すこ と も 懸念さ れていま す。  

こ こ では課題の解消に向けた、 助成制度の創設等の取り 組みを検討し ま す。  

① 木造住宅への取り 組み 

(ｱ) 補助制度の拡充 

本町では、 パン フ レ ッ ト の配布や広報活動等によ り 耐震化の普及・ 啓発や耐震診断、

耐震改修に対する 補助制度の実施等に取り 組んでき ま し たが、 よ り 一層の耐震化促進に

向けて、 補助制度の拡充について、 国や県の補助事業の活用も 含めて検討し ま す。  

(ｲ) 木造住宅の除却助成 

耐震化の必要な木造住宅が、 更新予定がないこ と など の理由から 手つかずのま ま 残さ

れる と 、 倒壊等によ り 隣地や通行者に思わぬ被害をも たら すおそれがあり ま す。 こ のよ

う なこ と がないよ う 、木造住宅を 除却する こ と も 広い意味での耐震化である と いえま す。 
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今後、 こ のよ う な木造住宅の除却に対する 助成についても 検討し ま す。  

② 多数の者が利用する 建築物等への取り 組み 

多数の者が利用する 建築物等には公共性・ 公益性が高い建築物や、 倒壊し た場合に周

辺の市街地に及ぼす影響が大き い建築物等があり 、 一般の建築物と 比べてその影響範囲

が大き いこ と から 、 その重要性や優先度によ り 必要に応じ て補助制度を 検討し ま す。  

③ 避難路沿道建築物等の耐震化 

災害時には町内の道路の中でも 特に重要な路線の通行を確保する こ と が必要なこ と か

ら 、 耐震改修促進法第６ 条第３ 項第２ 号に基づく 路線を 以下のと おり 指定し 、 当該路線

における ブロ ッ ク 塀等の耐震診断の促進及び、 基準不適合なブロ ッ ク 塀等の撤去支援対

策を 行っ ていき ま す。  

表 ５ -１  耐震改修促進法第６ 条第３ 項第２ 号に基づく 路線 

種別 説明 

住民避難道路 壬生町ブロ ッ ク 塀等撤去費補助金交付要綱第３ 条各号に定める 地域

の道路で、 次の各号のいずれかに該当する も の。  

(1) 壬生町地域防災計画の指定避難所周辺で町長が定める区域内の道路等 

(2) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１項第１号に規定する用途

地域が定められた区域内の道路等 

(3) 町内各小学校の通学路に指定されている道路等 

 

④ 税制優遇等 

一定の耐震改修工事を 実施し た所有者等が、 所得税等の特別控除（ 住宅に係る 耐震改

修促進税制） の手続き を 円滑に実施でき る よ う 情報提供を 行いま す。  

ま た、 所有者等に対し て耐震化に関する 融資制度の情報提供を行いま す。  

 

(4) 地震時の被害を 軽減する ための安全対策 

地震時の人的被害を 防ぐ ためには、 構造体以外の安全対策を 併せて行う こ と が重要で

す。 こ のため、 以下のよ う な対策を検討し ま す。  

① 耐震シェ ルタ ー等設置の促進 

地震災害に備えて、 耐震化の促進を 図る こ と が不可欠ですが、 耐震改修は住宅所有者

にと っ て検討に要する 労力や費用の面で負担が大き く 、 様々な要因から 実行に移せない

場合も あり ま す。 こ う し た実情を踏ま え、 高齢者や障害者の居住世帯等を 中心に、 耐震
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シェ ルタ ー等の設置費用の助成について検討し ま す。  

② 外壁、 窓ガラ ス 等の落下防止対策 

外壁や窓ガラ ス 、 家具等の非構造部材及びブロ ッ ク 塀等は、 落下等によ り 、 利用者や

歩行者への被害が発生する おそれがあり ま す。 こ のため、 外壁や窓ガラ ス の落下等の危

険性を周知する と と も に、 必要に応じ て改善の指導を行いま す。  

③ 天井脱落対策 

東日本大震災において、 劇場や体育館など の大規模空間を 有する 建築物の天井が脱落

する 被害が発生し ま し た。 こ れを機に、 新築建築物等の大規模な天井の脱落対策に係る

新たな基準が定めら れま し た。そこ で、新し い基準や脱落の危険性を 周知する と と も に、

必要に応じ て改善の指導等に取り 組みま す。  

④ エレ ベータ ー等の安全対策 

東日本大震災において、 エレ ベータ ーの釣合いおも り の脱落や、 エス カレ ータ ーが脱

落する 被害が発生し ま し た。 こ れを 機に、 エレ ベータ ー及びエス カレ ータ ーの脱落防止

対策に関する 基準が改正さ れま し た。 ま た、 近年、 地震発生時にエレ ベータ ーが緊急停

止し 、 人が閉じ 込めら れる 被害が発生し ていま す。 そこ で、 新し い基準や危険性を周知

する と と も に、 必要に応じ て改善の指導を 行いま す。  

 

(5) 法に基づく 指導等の実施 

耐震改修促進法や建築基準法に基づき 、 特定行政庁（ 所管行政庁） ※６ は必要に応じ て

指導・ 助言や指示、 公表、 勧告等を 行う こ と ができ ま す。  

参考ま でに法的に定めら れている 手続き について、 以下に示し ま す。  

① 耐震改修促進法に関する 手続き  

(ｱ) 耐震改修促進法に基づく 指導・ 助言の実施 

平成 25（ 2013） 年の耐震改修促進法の改正によ り 、 耐震基準に適合し ていないす

べての住宅・ 建築物に対し て、耐震化の努力義務が課せら れま し た。所管行政庁は、

住宅・ 建築物の耐震診断、 耐震改修の適切な実施について、 必要がある と 認める と

き は、 所有者等に対し 指導及び助言を行いま す。  

 
※６  特定行政庁…建築基準法第３ 条に基づく も ので、 原則、 建築主事を 置く 市町村の区域につ

いては当該市町村の長、その他の市町村の区域については、都道府県知事（ 栃木県においては、

県のほか宇都宮市、 足利市、 栃木市、 佐野市、 鹿沼市、 日光市、 小山市、 大田原市、 那須塩原

市が該当） 。 壬生町における 特定行政庁、 所管行政庁は栃木県知事と なる 。  
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(ｲ) 耐震診断義務付け対象建築物への指導・ 助言等の実施 

耐震診断義務付け対象建築物について、 期限ま でに耐震診断の結果の報告がない

場合は、 所有者に対し 、 通知等によ り 耐震診断の結果を 報告する よ う 指導し ま す。

それでも 報告がない場合は、 所有者に対し 、 相当の期限を 定めて耐震診断の結果の

報告を命令し 、 併せて、 その旨を ホーム ページ等で公表し ま す。 なお、 建築物の所

有者から 報告を 受けた耐震診断の結果については、 国土交通省令に基づき 、 ホーム

ページ等で公表し ま す。  

② 建築基準法に関する 手続き  

(ｱ) 勧告（ 建築基準法第 10 条第１ 項）  

特定行政庁は、耐震改修促進法第 15 条第３ 項に基づく 公表後においても 、正当な

理由なく 同法第 15 条第２ 項に基づく 指示に従わない建築物について、 損傷、 腐食

その他の劣化が進み、 そのま ま 放置すれば著し く 保安上危険である と 認めら れる 場

合は、 建築基準法第 10 条第１ 項に基づいて、 当該建築物の所有者等に対し 、 相当

の期限を定めて、 当該建築物の除却、 移転、 改築、 使用中止等の必要な措置をと る

こ と を勧告する こ と ができ ま す。  

(ｲ) 命令（ 建築基準法第 10 条第２ 項・ ３ 項）  

特定行政庁は、建築基準法第 10 条第１ 項に基づく 勧告を 受けた建築物の所有者等

が、 正当な理由なく その勧告に係る 措置を 行わなかっ た場合は、 建築基準法第 10

条第２ 項に基づいて、 その者に対し 、 相当の期限を定めて、 勧告に係る 措置をと る

こ と を命ずる こ と ができ ま す。  

ま た、特定行政庁は、耐震改修促進法第 15 条第３ 項に基づく 公表を 行っ た建築物

のう ち、著し く 保安上危険である と 認めら れる 建築物に対し ては、 建築基準法第 10

条第３ 項に基づいて、 当該建築物の所有者に対し 、 相当の期限を 定めて、 当該建築

物の除却、 移転、 改築、 使用禁止等の必要な措置をと る こ と を命ずる こ と ができ ま

す。  

指導・
助言

指示 公表
勧告・
命令

 

図 ５ -１  指示等の手続き フ ロ ー 
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資料１. 耐震化に関する 法令と 耐震改修促進計画の変遷 

耐震化に関する 法令と 本町における 耐震改修促進計画の変遷は以下のと おり です。  

 

 
被害の大き かった地震等  法律改正等 壬生町耐震化施策

昭和39 年 新潟地震

○液状化被害

昭和43 年 十勝沖地震

50 ○鉄筋コ ンク リ ート 造建造物の 昭和46 年 建築基準法・ 政令改正

 被害多数 ○靱性（ 粘り 強さ ） の確保と せん断

 補強

○木造建築物の必要壁量の基準の

 強化 等

新耐震設計法の開発(～昭和52 年)

昭和53 年 宮城県沖地震

○ピロ ティ 形式や偏心の著し い 昭和56 年 建築基準法・ 政令改正

51  建築物等に被害 新耐震基準の導入

～ ○大規模な地震動に対する 検証を

63  行う ２ 次設計の導入

○木造建築物の必要壁量の基準の

 強化 等

平成7 年 阪神・ 淡路大震災

○新耐震基準以前の建築物や施行 平成7 年 耐震改修促進法制定

 不良建築物の多く が倒壊・ 崩壊 ○多数の者が利用する 建築物への

元  指導・ 助言、 指示

～ ○耐震改修計画の認定制度 等

10

年

平成12 年 建築基準法・ 政令改正

平成16 年 新潟県中越地震 ○技術基準の性能規定化（ 限界耐力

平成17 年 構造計算書偽装問題  計算の導入）  等

11 平成18 年 耐震改修促進法改正

～ ○耐震改修促進計画の策定（ 耐震化

20  率目標の導入）

年 ○指示に従わない場合の公表 等

平成19 年 建築基準法・ 政令改正

○建築確認・ 検査の厳格化

平成21 年3 月

平成23 年 東日本大震災 ○耐震改修促進計画策定

平成25 年 耐震改修促進法改正

21 平成28 年 熊本地震 ○耐震診断の義務化・ 耐震診断結果の

年  公表 等 平成29 年３ 月

～ 平成30年 大阪府北部を震源 ○耐震改修促進計画（ 二期計画） 策定

     と する 地震 平成31 年 耐震改修促進法政令等改正

○避難路沿道の一定規模以上の 令和２ 年３ 月

 ブロ ッ ク 塀等を耐震診断の義 ○耐震改修促進計画一部改訂

 務付け対象に追加 等  耐震化の新たな目標と 施策の追加

令和３ 年３ 月

令和６ 年 能登半島地震 ○耐震改修促進計画（ 三期計画） 策定

年

平

成

平

成

平

成

昭

和

年

以

前

昭

和
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資料２. 耐震改修促進法の概要 

建築物の耐震改修の促進に関する 法律の概要は以下のと おり です。  
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資料３. 耐震改修促進法における 規制対象一覧 
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資料４. 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図る ための基本的な方針 
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